
◎
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
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す
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法
律
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近
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た
だ
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ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
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に
つ
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ま
し
て
申
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上
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す
。
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次
に
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
本
案
の
趣
旨
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

過
疎
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
以
来
四
度
に
わ
た
り
、

議
員
立
法
に
よ
る
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す

が
、
現
行
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
は
、
こ
の
三
月
末
日
で
有

効
期
限
が
経
過
い
た
し
ま
す
。

過
疎
地
域
に
お
き
ま
し
て
は
、
な
お
引
き
続
く
人
口
減
少
と
著
し
い
高

齢
化
に
直
面
し
、
農
林
水
産
業
の
衰
退
、
い
わ
ゆ
る
限
界
集
落
の
発
生
、

地
域
医
療
体
制
の
弱
体
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
て
お
り
ま

す
。し

か
し
、
過
疎
地
域
が
、
極
め
て
重
要
な
公
益
的
機
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
思
え
ば
、
過
疎
問
題
の
解
決
を
国
民
全
体
に
か
か
わ
る
重
要
課
題

と
と
ら
え
、
実
効
性
あ
る
対
策
を
切
れ
目
な
く
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
に
か
ん
が
み
、
本
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

次
に
、
本
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
現
行
法
に
よ
る
過
疎
地
域
に
加
え
、
人
口
及
び
財
政
力
に
関

す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
地
域
を
過
疎
地
域
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
方
針
等
の
策
定
に
係
る
義
務
づ
け
等
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
、

第
三
に
、
過
疎
対
策
事
業
債
の
対
象
経
費
を
拡
充
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
現
行
法
の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

延
長
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
総
務
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取
し

た
後
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
委
員
会
に
お
い
て
、
過
疎
対
策
の
推
進
に
よ
る
過
疎
地
域
の
自
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立
促
進
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

何
と
ぞ
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

過
疎
地
域
は
、
引
き
続
く
人
口
減
少
と
著
し
い
高
齢
化
に
直
面
し
、
財

政
状
況
も
厳
し
く
、
農
林
水
産
業
の
衰
退
、
維
持
・
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る

集
落
の
発
生
、
身
近
な
生
活
交
通
の
不
足
、
地
域
医
療
の
危
機
な
ど
、
住

民
生
活
に
か
か
わ
る
様
々
な
課
題
が
生
じ
て
い
る
。

一
方
、
過
疎
地
域
は
、
安
全
・
安
心
な
食
料
や
水
の
供
給
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
提
供
、
国
土
の
保
全
、
災
害
の
防
止
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
は

も
と
よ
り
、
都
市
住
民
へ
の
や
す
ら
ぎ
や
教
育
の
提
供
の
場
と
し
て
、
当

該
地
域
の
住
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
国
民
全
体
の
安
全

・
安
心
な
生
活
を
支
え
る
極
め
て
重
要
な
公
益
的
機
能
を
有
し
て
い
る
。

過
疎
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
過
疎
地
域
が
有
す
る
こ
れ
ら
の
公

益
的
機
能
に
つ
い
て
、
過
疎
地
域
以
外
の
都
市
部
等
の
住
民
を
含
む
国
民

全
体
が
適
切
に
認
識
し
、
積
極
的
に
評
価
し
た
上
で
、
過
疎
問
題
の
解
決

を
国
民
全
体
の
課
題
と
捉
え
、
実
効
性
あ
る
対
策
を
切
れ
目
な
く
講
じ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
認
識
に
か
ん
が
み
、
今
般
、
本
委
員
会
は
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
の
失
効
期
限
に
つ
い
て
六
年
間
の
延
長
を
行
う
と
と

も
に
、
平
成
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
過
疎
地
域
の
要
件
を

追
加
す
る
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
事
業
に
対
す
る
支
援
措
置
の
拡
充
を

図
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
過
疎
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
次
の
事
項

の
実
現
を
図
り
、
過
疎
地
域
の
自
立
促
進
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

過
疎
地
域
を
中
心
に
集
落
の
高
齢
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
集
落

機
能
の
維
持
・
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
集
落
が
増
加
し
、
こ
れ
ら
の
集
落

に
お
い
て
、
相
互
扶
助
機
能
の
低
下
、
身
近
な
生
活
交
通
の
不
足
、
空

き
家
の
増
加
、
森
林
の
荒
廃
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
の
課
題
が
深

刻
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
集
落
の
現
状
と
課
題
を
十
分
に
把
握

し
な
が
ら
、
各
集
落
の
実
態
に
即
し
て
、
住
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら

し
を
確
保
す
る
事
業
の
実
施
や
、
集
落
を
支
援
す
る
人
材
の
育
成
・
確

保
な
ど
、
き
め
細
か
な
集
落
の
維
持
及
び
活
性
化
対
策
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
積
極
的
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
主
体
的
な
取
組
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ

と
。

三

過
疎
地
域
が
、
豊
か
な
自
然
環
境
、
再
生
可
能
な
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
、
安
全
な
食
糧
、
歴
史
文
化
資
産
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る

地
域
資
源
を
最
大
限
活
用
し
て
地
域
の
自
給
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、

国
民
全
体
の
生
活
に
か
か
わ
る
公
益
的
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
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で
、
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
活
力
に
満
ち
た
地
域

社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

四

過
疎
地
域
の
置
か
れ
た
現
状
を
踏
ま
え
、
今
後
は
特
に
、
地
域
医
療

の
確
保
、
就
業
機
会
の
創
出
、
生
活
交
通
の
確
保
、
情
報
通
信
環
境
の

整
備
、
子
育
て
の
支
援
、
地
域
間
交
流
の
促
進
等
が
積
極
的
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五

今
般
の
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
域
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、

過
疎
対
策
事
業
債
の
対
象
を
拡
充
し
、
地
域
医
療
の
確
保
、
住
民
の
日

常
的
な
移
動
の
た
め
の
交
通
手
段
の
確
保
、
集
落
の
維
持
及
び
活
性
化

な
ど
、
住
民
の
将
来
に
わ
た
る
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
を
確
保
す
る
た

め
に
実
施
す
る
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
事
業
に
つ
い
て
も
対
象
と
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
る
こ
と
。

１

過
疎
対
策
事
業
債
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
所
要
額
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
特
に
ソ
フ
ト
対
策
に
係
る
資
金
の
確
保
・
充
実
に
万
全

を
期
す
こ
と
。

２

過
疎
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
主
体
的
か
つ
創
意
工
夫
に
富
ん
だ
ソ

フ
ト
対
策
の
取
組
を
十
分
尊
重
す
る
こ
と
。

六

過
疎
地
域
の
厳
し
い
現
状
を
十
分
に
踏
ま
え
、
実
効
性
あ
る
過
疎
対

策
を
行
う
た
め
、
本
法
律
施
行
後
速
や
か
に
総
合
的
か
つ
抜
本
的
な
検

討
を
開
始
し
、
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
検
討
結
果
や
平
成

二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
、
地
方
分
権
改
革
の
進
展
状
況
等
を
勘

案
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

二
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
一
〇
日
）

○
佐
藤
泰
介
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
実
施
の
状
況
に
か

ん
が
み
、
そ
の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す

る
と
と
も
に
、
過
疎
地
域
の
要
件
を
追
加
す
る
ほ
か
、
過
疎
地
域
自
立
促

進
の
た
め
の
地
方
債
の
対
象
経
費
と
し
て
過
疎
地
域
に
お
け
る
地
域
医
療

の
確
保
、
住
民
の
日
常
的
な
移
動
の
た
め
の
交
通
手
段
の
確
保
、
集
落
の

維
持
及
び
活
性
化
等
の
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
を
追
加
す
る
等
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
近
藤
昭
一
君
か
ら
趣

旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
規
制
緩
和
の
在
り
方
、
過

疎
対
策
事
業
債
に
係
る
交
付
税
措
置
の
充
実
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
図
書

館
の
整
備
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
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一
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を
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る
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な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
五
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
九
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
過
疎
地
域
の
現
状
と
課
題
を
十
分
に
把
握
し
、
各
集
落
の
実
態
に
即

し
て
、
住
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
を
確
保
す
る
事
業
の
実
施
や
、

集
落
を
支
援
す
る
人
材
の
育
成
・
確
保
な
ど
、
き
め
細
か
な
集
落
の
維

持
及
び
活
性
化
対
策
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

二
、
過
疎
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
地
域
資
源
を
最
大
限
活
用
し
、
地
域

の
自
給
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
国
民
全
体
の
生
活
に
か
か
わ
る
公
益

的
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
で
、
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ

と
の
で
き
る
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

三
、
過
疎
地
域
の
置
か
れ
た
現
状
を
踏
ま
え
、
今
後
は
特
に
、
地
域
医
療

の
確
保
、
就
業
機
会
の
創
出
、
生
活
交
通
の
確
保
、
情
報
通
信
環
境
の

整
備
、
子
育
て
の
支
援
、
地
域
間
交
流
の
促
進
等
が
積
極
的
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
、
過
疎
対
策
事
業
債
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
所
要
額
を
確
保
す
る
こ

と
と
し
、
特
に
ソ
フ
ト
対
策
に
係
る
資
金
の
確
保
・
充
実
に
万
全
を
期

す
と
と
も
に
、
過
疎
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
主
体
的
か
つ
創
意
工
夫
に

富
ん
だ
ソ
フ
ト
対
策
の
取
組
を
十
分
尊
重
す
る
こ
と
。

五
、
過
疎
地
域
の
厳
し
い
現
状
を
十
分
に
踏
ま
え
、
実
効
性
あ
る
過
疎
対

策
を
行
う
た
め
、
本
法
律
施
行
後
速
や
か
に
総
合
的
か
つ
抜
本
的
な
検

討
を
開
始
し
、
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
検
討
結
果
や
平
成

二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
、
地
方
分
権
改
革
の
進
展
状
況
等
を
勘

案
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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